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 持続可能な地域の実現に向けて、意欲と実行力のある民間企業・団体・大学等（以

下、「企業等」という。）と町が相互に連携していくために、包括連携協定に関する

考え方や協定の締結基準、進め方などを整理したガイドラインを策定しました。本

ガイドラインをもとに包括連携協定を締結し、住民・団体・民間企業等の多様な主

体が、さまざまな分野において、お互いの立場を理解し対等な関係で、それぞれの

強みを活かしながら、より一層連携・協力を進めていきます。 

 

■東浦町包括連携協定に関するガイドライン 

●主な過去の連携実績 

連携企業名 連携内容 

ソフトバンク株式会社 

町職員を対象とした「ＤＸマインド醸成セミナー」

の実施 

ソフトバンク株式会社と共同で、「ショートタイム

ワーク」という働き方を推進。 
※ショートタイムワーク・・・育児や家庭の事情などの理由によりフ

ルタイム勤務が難しい方が、得意分野を活かし、短時間・在宅勤務な

どで「共に働く」働き方。 

若手職員を対象とした「STATION Ai見学会」の実施 

イオン株式会社 

イオンモール東浦へテナント入店しているマツイシ

楽器による町立保育園での体験学習実施 

赤ちゃんの駅登録 

（イオンモール東浦、ウエルシア東浦生路店） 

あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社 
町の新規採用職員を対象とした SDGｓ研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

東浦町政策課      0562-83-3111(内線 225) 担当：榊原、河合 

＼民間企業等と連携を進めます／ 

東浦町包括連携協定締結に関するガイドラインが完成！ 


